
◆
対
象

　

市
内
小
学
校
に
就
学
し
、
保
護

者
が
就
労
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に

い
な
い
小
学
１
年
生
か
ら
６
年
生

◆
受
付
期
間

　

12
月
２
日
㊊
～
27
日
㊎
（
土
日

を
除
く
）

※�

期
限
後
に
提
出
し
た
場
合
は
、

期
間
内
に
提
出
し
た
方
を
優
先

し
て
審
査
し
ま
す
。

◆
申
込
方
法

　

申
込
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
保
育
が
で
き
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
等（
就
労
証
明
書
等
）

を
添
付
の
上
、
保
育
課
へ
持
参
ま

た
は
郵
送
（
必
着
）。

　

申
込
書
類
は
、
同
課
窓
口
ま
た

は
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

か
ら
入
手
。

※�

全
て
の
書
類
が
揃
う
ま
で
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
。
就
労
証
明

書
等
の
取
得
に
日
数
を
要
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
書
類
の
入
手
を
お
願
い
し

ま
す
。

◆
利
用
期
間
・
利
用
時
間

　

令
和
７
年
４
月
１
日
㊋
～
令
和

８
年
３
月
31
日
㊋
（
日
曜
日
・
休

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

・
平
日

　

放
課
後
～
18
時
30
分

・
土
曜
日
、
長
期
休
業
日

　

７
時
30
分
～
18
時
30
分

◆
ク
ラ
ブ
名
・
定
員

・
せ
ん
だ
ん
学
童
ク
ラ
ブ�

50
人

　
（
茂
原
小
学
校
敷
地
内
）

・
東
郷
第
１
学
童
ク
ラ
ブ�

40
人

　
（
東
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

・
東
郷
第
２
学
童
ク
ラ
ブ�

50
人

　
（
旧
東
郷
地
区
集
会
所
）

・
二
宮
学
童
ク
ラ
ブ�

35
人

　
（
二
宮
小
学
校
内
）

・
中
の
島
学
童
ク
ラ
ブ�

70
人

　
（
中
の
島
小
学
校
内
）

※�

東
郷
第
１
学
童
ク
ラ
ブ
は
３
年

生
以
上
、
第
２
学
童
ク
ラ
ブ
は

１
・
２
年
生
が
利
用

※�

申
し
込
み
が
定
員
を
超
え
た
場

合
は
選
考

◆
利
用
料

　

月
額
８
千
円
（
通
常
月
）

※�

長
期
休
業
日
を
含
む
月
は
通
常

月
の
利
用
料
よ
り
高
く
な
り
ま

す
。
別
途
お
や
つ
代
等
が
か
か

り
ま
す
。

※�
令
和
６
年
度
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
、
ひ
と
り
親
世
帯
（
児

童
扶
養
手
当
ま
た
は
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
等
助
成
を
受
給

し
て
い
る
世
帯
）、
同
一
世
帯

で
２
人
以
上
利
用
す
る
世
帯
の

２
人
目
以
降
は
半
額
、
生
活
保

護
世
帯
は
無
料
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

〒
２
９
７
－
８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１

保
育
課
（
８
階
）

☎
�
５
６
５
６　

⒇
１
６
０
６

公
設
学
童
ク
ラ
ブ
の

利
用
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

令
和
７
年
４
月
利
用
開
始

◆�

こ
れ
ら
は「
児
童
虐
待
」に�

�

あ
た
り
ま
す

【
身
体
的
虐
待
】

◦�

殴
る
・
蹴
る
・
投
げ
落
と
す

◦�

激
し
く
揺
さ
ぶ
る　

な
ど

【
性
的
虐
待
】

◦�

子
ど
も
へ
の
性
的
行
為

◦�

性
的
行
為
を
見
せ
る　

な
ど

【
ネ
グ
レ
ク
ト
】

◦�

食
事
を
与
え
な
い

◦�

ひ
ど
く
不
潔
に
す
る　

な
ど

【
心
理
的
虐
待
】

◦�

言
葉
に
よ
る
脅
し
・
無
視

◦�

き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い

◦�

子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族
に
対

し
て
暴
力
を
振
る
う　

な
ど

◆�

子
育
て
が
つ
ら
い
、�

悩
み
を
抱
え
て
い
る
あ
な
た
へ

　

子
育
て
に
不
安
や
悩
み
を
抱
え

て
い
た
り
、
つ
ら
い
と
感
じ
て
い
た
ら
、

子
育
て
相
談
窓
口
の
利
用
や
支
援

を
受
け
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
解

決
策
を
あ
な
た
と
共
に
考
え
ま
す
。

◆�「
自
分
は
虐
待
を
受
け
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
…
」と
感
じ
て

い
る
子
ど
も・若
者
の
皆
さ
ん
へ

　

信
頼
で
き
る
大
人
に
相
談
し
て

み
ま
せ
ん
か
？
周
り
に
相
談
で
き

る
大
人
が
い
な
い
と
き
、
ど
う
し

て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
き
は
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◆�

令
和
６
年
度�

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
の
標
語

「
１い

ち
は
や
く

８
９　

気
づ
い
て
あ
げ
て

そ
の
サ
イ
ン
」

【
相
談
窓
口
】

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
１い

ち
は
や
く

８
９
（
通
話
料
無
料
、
24
時

間
３
６
５
日
対
応
）

子
育
て
支
援
課

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
７
３　

⒇
１
６
０
６

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
の
ひ
な
た

☎
�
６
２
２
６

kodom
o

＠hinata.support

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」で
す

　
全
国
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
相
談
対
応
件
数
が
一
貫
し
て
増

加
を
続
け
、
虐
待
に
よ
り
死
亡
す
る
事
件
も
後
を
絶
た
ず
、
多
く
の
か

け
が
え
の
な
い
子
ど
も
の
命
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
、
毎
年
11
月
を
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

と
定
め
、児
童
虐
待
問
題
に
対
す
る
社
会
的
関
心
の
喚
起
を
図
る
た
め
、

広
報
・
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
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